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健
康
案
内

健
康
案
内�

健
康
案
内�

健
康
づ
く
り�

肺
が
ん
・
胃
が
ん
検
診

　

こ
の
検
診
は
町
田
市
医
師
会
の
協
力

で
実
施
す
る
も
の
で
す
。

○
対
象　

町
田
市
民
で
勤
務
先
等
で
検

診
の
機
会
の
な
い
、
基
本
健
康
診
査
は

　

歳
以
上
の
方
、
乳
が
ん
検
診
、
子
宮

１８が
ん
検
診
は　

歳
以
上
の
女
性
の
方

３０

○
受
診
期
間　

原
則
と
し
て
誕
生
月
と

そ
の
翌
月

○
受
診
方
法　

健
康
手
帳
（
お
持
ち
で

な
い
方
に
は
病
・
医
院
で
交
付
し
ま

す
）
・
保
険
証
等
を
お
持
ち
に
な
り
、

病
・
医
院
の
一
般
診
療
時
間
内
に
受
診

し
て
下
さ
い
。

※
健
康
課
に
申
し
込
む
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
検
診
日
時
が
決
め
ら
れ
て
い
る
病
・

医
院
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ

い
。

○
会
場　

町
田
市
医
師
会
加
入
の
実
施

病
・
医
院
（
必
要
な
方
に
は
病
・
医
院

の
一
覧
表
を
送
付
し
ま
す
。
健
康
課
ま

で
ご
連
絡
下
さ
い
）

※
町
田
市
民
病
院
は
、
一
次
検
診
の
実

施
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
医
療

機
関
を
ご
利
用
下
さ
い
。

【
基
本
健
康
診
査
】

○
検
診
内
容　

必
須
検
査
（
す
べ
て
の

方
に
実
施
）
＝
①
問
診
②
理
学
的
診
察

③
血
圧
測
定
④
尿
定
性
検
査
⑤
血
液
検

査
（
正
確
な
検
査
数
値
を
出
す
た
め
に

　

歯
の
健
康
の
保
持
を
目
的
と
し
て
健

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
対
象　

町
田
市
民
で
１
年
以
内
に
成

人
歯
科
健
康
診
査
を
受
け
た
こ
と
が
な

く
、
健
診
日
に　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の

４０

６５

方○
健
診
内
容　

問
診
、
歯
周
疾
患
等
の

診
査
、
予
防
指
導

○
費
用　

４
０
０
円

○
申
し
込
み　

協
力
歯
科
医
院
に
直
接

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
ご
持
参

下
さ
い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
２
０
０
２
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
病
・
医
院
の
窓
口
で
渡
さ
れ
る
受
診

票
で
当
日
負
担
・
非
負
担
の
届
け
出
を

し
て
下
さ
い
。

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
受
診
で
き
る
方
に
郵
送
さ
れ
る
検
診

申
込
書
で
当
日
負
担
・
非
負
担
の
届
け

出
を
し
て
下
さ
い
。

成
人
歯
科
健
康
診
査

町
田
市
み
ど
り
ク
ラ
ブ
連
合
会

シ

ニ

ア

塾

両

親

学

級

【
肺
が
ん
検
診
】

○
対
象　

町
田
市
民
で
勤
務
先
等
で
検

【
健
康
講
座
『
ぼ
け
る
生
き
方
、
ぼ
け

な
い
生
き
方
』
】

○
対
象　
　

歳
以
上
の
方

６０

○
日
時　

３
月　

日
（
火
）
午
後
１
時

１８

　

分
か
ら

３０○
会
場　

な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

○
定
員　
　

人
（
抽
選
）

６０

○
費
用　

２
０
０
円
（
実
費
）

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名

・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
２
月　

日
ま
で
（
必

２０

着
）
に
、
町
田
市
み
ど
り
ク
ラ
ブ
連
合

会
（
〒　

－

０
０
２
２
、
森
野
１－

１

１９４

－

　

、
わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
町
田
内
、
11

１５
７
２
５
・
４
６
１
３
）
へ
。

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４

１

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
２
２

○
対
象　

初
産
の
妊
婦
さ
ん
と
そ
の
夫

○
日
時　

２
月　

日
（
土
）
午
後
２
時

２２

〜
４
時

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容
・
講
師　

講
話
「
２
人
で
つ
く

る
家
庭
」
＝
都
南
産
婦
人
科
長
・
尾
百

合
子
医
師
、
先
輩
パ
パ
の
話
＝
両
親
学

級
修
了
者

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

３０

○
申
し
込
み　

２
月　

日
ま
で
に
電
話

１８

で
健
康
課
へ
。

な
ん
で
も
健
康
相
談
・
栄
養

相
談
・
薬
に
関
す
る
相
談

　

市
・
都
民
税
、
所
得
税
、
事
業
税
の

申
告
時
期
が
近
づ
き
ま
し
た
。
申
告
書

の
提
出
期
間
は
、
２
月　

日
〜
３
月　

１７

１７

日
で
す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
・
都

民
税
に
つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課

（
11
７
２
４
・
２
１
１
４
〜
５
、
２
１

１
７
）
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
町
田
税

務
署
（
11
７
２
８
・
７
２
１
１
）
、
事

業
税
に
つ
い
て
は
町
田
都
税
事
務
所

（
11
７
２
８
・
５
１
１
１
）
ま
で
お
願

い
し
ま
す
。

◎
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
町
田
市

１５

に
住
所
が
あ
る
方

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
申
告

の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

②
給
与
所
得
の
み
、
も
し
く
は
公
的
年

金
に
係
わ
る
所
得
の
み
の
方
で
、
給
与

の
支
払
先
、
も
し
く
は
社
会
保
険
庁
等

か
ら
市
役
所
へ
支
払
報
告
が
な
さ
れ
て

い
る
方
（
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
は
除
き
ま
す
）

◎
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

１５

事
務
所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
を
有
す
る

方
で
市
内
に
住
ん
で
い
な
い
方

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
は
①
昨
年
申

告
書
を
提
出
し
た
方
②
昨
年
３
月
に
大

学
な
ど
を
卒
業
し
た
と
思
わ
れ
る
方
な

ど
に
２
月　

日
ご
ろ
発
送
す
る
予
定
で

１２

す
。

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
が
送
ら
れ
た

方
で
、
病
気
・
失
業
・
学
生
な
ど
で
昨

年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
、
そ
の

旨
を
具
体
的
に
記
入
し
て
提
出
し
て
下

さ
い
。

　　

期
限
内
に
申
告
が
あ
り
ま
せ
ん
と
、

納
付
回
数
が
少
な
く
な
り
、
１
回
当
た

り
の
納
付
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
児
童
手
当
・
保
育
園
入
園
・

幼
稚
園
補
助
金
・
就
学
援
助
費
・
公
営

住
宅
入
居
・
老
人
医
療
証
・
公
的
年
金

・
事
業
資
金
の
融
資
な
ど
の
申
請
に
必

要
な
市
・
都
民
税
の
課
税
・
非
課
税
証

明
書
等
の
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

必
ず
期
限
内
に
申
告
し
て
下
さ
い
。

　　

期
限
内
に
市
・
都
民
税
の
申
告
に
来

ら
れ
な
い
場
合
、
資
料
が
揃
い
必
要
事

項
を
記
入
済
み
の
方
は
、
郵
送
に
よ
り

申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

申
告
の
内
容
に
つ
い
て
後
に
不
明
な

点
等
を
お
た
ず
ね
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
電
話
番
号
は
忘
れ
ず
に
お
書

き
下
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税

・
介
護
保
険
料

　　

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
も
の
に
は
、

生
命
保
険
や
損
害
保
険
、
社
会
保
険
の

保
険
料
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

う
ち
国
民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康
保

険
税
及
び
介
護
保
険
料
は
控
除
を
忘
れ

が
ち
で
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
納
税
通

１５

知
書
は
、
期
限
内
（
３
月　

日
ま
で
）

１７

に
申
告
し
た
場
合
に
は
６
月
初
旬
頃
に

お
送
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
非
課
税
の

方
に
は
納
税
通
知
書
は
お
送
り
し
ま
せ

ん
。

　

会
社
等
で
市
・
都
民
税
を
給
与
天
引

さ
れ
る
方
に
は
、
勤
務
先
を
通
じ
て
市

・
都
民
税
の
税
額
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
課
税
・

１５

非
課
税
証
明
書
は
、
期
限
内
に
申
告
し

た
場
合
に
は
６
月
中
旬
以
降
に
交
付
で

き
ま
す
。
な
お
、
期
限
内
に
申
告
が
あ

り
ま
せ
ん
と
、
証
明
書
の
交
付
時
期
が

遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

基

本

健

康

診

査

乳

が

ん

検

診

子

宮

が

ん

検

診

市市
・・
都都
民民
税税
、、
所所
得得
税税
、、
事事
業業
税税

申
告
準
備
は
お
早
め
に

申
告
準
備
は
お
早
め
に

検
　
　
　
診�

健
康
課（
〒
１９４
―
０
０
１
３
、�

原
町
田
５
―
８
―
２１�
、
健
康�

福
祉
会
館
内
、
1
７
２
５
・�

５
１
７
８
）�

空
腹
時
に
お
受
け
下
さ
い
）
▽
選
択
診

査
（
医
師
の
判
断
で
選
択
的
に
実
施
）

＝
①
心
電
図
検
査
②
眼
底
検
査
③
血
糖

検
査
④
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
▽
肝
炎

ウ
ィ
ル
ス
検
査
（　

歳
以
上
の
方
）

４０

※
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
検
査
は
受
診
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

※　

歳
以
上
の
寝
た
き
り
の
方
は
医
師

４０
が
訪
問
し
て
診
査
し
ま
す
。
か
か
り
つ

け
医
に
ご
相
談
下
さ
い
。

○
費
用　

無
料
。
た
だ
し
、
定
め
ら
れ

た
検
査
以
外
の
検
査
、
治
療
及
び
投
薬

に
要
す
る
費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。

【
乳
が
ん
検
診
】

○
検
診
内
容　

問
診
、
視
診
、
触
診

※
月
経
前
の
受
診
は
な
る
べ
く
避
け
て

下
さ
い
。

【
子
宮
が
ん
検
診
】

○
検
診
内
容　

問
診
、
内
診
、
検
体
採

取
検
査
（
体
部
に
つ
い
て
は
医
師
が
必

要
と
認
め
た
方
の
み
受
診
で
き
ま
す
）

※
子
宮
筋
腫
等
で
子
宮
手
術
を
受
け
た

方
は
、
細
胞
が
採
取
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
事
前
に
医
師
と
ご
相
談
の

う
え
、
検
診
を
受
け
て
下
さ
い
。

○
費
用　

乳
が
ん
検
診
＝
７
０
０
円
▽

子
宮
が
ん
検
診
＝
頸
部
の
み
＝
１
０
０

０
円
、
頸
部
＋
体
部
＝
２
０
０
０
円

○
支
払
方
法　

受
診
す
る
際
に
病
・
医

院
に
現
金
で
お
支
払
い
下
さ
い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
○福
 

医
療
証
を
お
持
ち
の
方

○
○老
 

老
人
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方○
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

○
２
０
０
２
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
病
・
医
院
の
窓
口
で
渡
さ
れ
る
受
診

票
で
負
担
・
非
負
担
の
届
け
出
を
し
て

下
さ
い
。

診
の
機
会
が
な
く
、
１
年
以
内
に
肺
が

ん
検
診
を
受
け
た
こ
と
の
な
い　

歳
以

４０

上
の
方

※
妊
娠
し
て
い
る
方
及
び
疑
い
の
あ
る

方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

○
日
時　

３
月　

日
（
火
）
午
前
９
時

１８

〜
正
午

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
検
診
内
容　

問
診
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ

ン
撮
影
、
か
く
た
ん
検
査

○
定
員　
　

人
（
抽
選
）

８０

○
費
用　

１
２
０
０
円

【
胃
が
ん
検
診
】

○
対
象　

町
田
市
民
で
勤
務
先
等
で
検

診
の
機
会
が
な
く
、
１
年
以
内
に
胃
が

ん
検
診
を
受
け
た
こ
と
の
な
い　

歳
以

３５

上
の
方

※
①
胃
の
手
術
を
受
け
た
方
②
胃
及
び

十
二
指
腸
の
病
気
で
現
在
治
療
中
ま
た

は
経
過
観
察
中
の
方
③
妊
娠
し
て
い
る

方
及
び
疑
い
の
あ
る
方
は
受
診
で
き
ま

せ
ん
。

○
日
時　

３
月　

日
（
月
）
、　

日

１７

１９

（
水
）、　

日
（
木
）
午
前
９
時
〜
正
午

２０

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
検
診
内
容　

問
診
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
間

接
撮
影
（
バ
リ
ウ
ム
を
飲
み
ま
す
）

○
定
員　

各
日　

人
（
抽
選
）

５０

○
費
用　

８
０
０
円◇

○
申
し
込
み　

ハ
ガ
キ
（
１
人
１
枚
）

に
「
肺
が
ん
検
診
申
し
込
み
」
ま
た
は

「
胃
が
ん
検
診
申
し
込
み
」
と
書
き
、

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・
生
年
月

日
・
性
別
・
電
話
番
号
・
胃
が
ん
検
診

は
希
望
日
（
第
３
希
望
ま
で
）
を
明
記

し
、
２
月
８
日
ま
で
（
消
印
有
効
）
に

健
康
課
へ
。

※
受
診
案
内
等
は
、
３
月
上
旬
ま
で
に

送
付
し
ま
す
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
○福
 

医
療
証
を
お
持
ち
の
方

○
○老
 

老
人
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方○
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

○
２
０
０
２
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

幼
児
食
講
習
会

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
２
２

○
対
象　

平
成　

年
３
月
〜
９
月
生
ま

１３

れ
の
子
と
保
護
者

○
日
時　

３
月
７
日
（
金
）
午
前
９
時

　

分
〜
正
午

５０○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

幼
児
食
の
お
話
、
試
食
、
グ

ル
ー
プ
相
談
な
ど

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

２５

※
き
ょ
う
だ
い
の
方
は
参
加
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
一
度
参
加
さ
れ
た
方
は
ご

遠
慮
下
さ
い
。

○
持
ち
物　

母
子
手
帳
、
飲
み
物
、
手

拭
き

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課
へ
。

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

　

保
健
師
、
栄
養
士
が
相
談
に
の
り
ま

す
。

　

今
回
は
薬
剤
師
に
よ
る
相
談
も
同
時

に
行
い
ま
す
。

　

直
接
会
場
に
お
い
で
下
さ
い
。

○
期
日　

２
月　

日
（
木
）

２０

○
受
付
時
間　

午
前
９
時　

分
〜　

時

１５

１０

　

分
、
午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

１５

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
持
ち
物　

健
診
結
果
、
お
薬
手
帳
、

保
　
健
　
所�

〒
１９４
―
０
０
２
１�

中
町
２
―
１３
―
３�

1
７
２
２
・
０
６
２
１�

6
７
２
２
・
３
２
４
９�

サ
ル
コ
イ
ド
ー
シ
ス

交

流

会

○
対
象　

サ
ル
コ
イ
ド
ー
シ
ス
で
療
養

中
の
方
と
そ
の
家
族

○
日
時　

２
月　

日
（
水
）
午
後
１
時

１２

　

分
〜
３
時

３０○
会
場　

町
田
保
健
所

○
内
容　

療
養
生
活
の
工
夫
や
病
気
に

関
す
る
情
報
交
換
な
ど

○
申
し
込
み　

電
話
で
町
田
保
健
所

へ
。

健
康
づ
く
り

調
理
師
研
修
会

○
対
象　

飲
食
店
や
給
食
施
設
の
調
理

師
な
ど

○
日
時　

２
月
４
日
（
火
）
、
６
日

（
木
）
午
後
２
時
〜
４
時

○
会
場　

町
田
保
健
所

○
内
容　

講
演
会
や
食
品
衛
生
講
習

会
、
栄
養
表
示
や
食
生
活
講
話
な
ど

○
講
師　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン

番
組
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
・
北
折
一
氏
、
食

品
衛
生
監
視
員
・
管
理
栄
養
士
等

○
費
用　

５
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

５０

○
申
し
込
み　

勤
務
先
と
所
在
地
・
氏

名
・
電
話
番
号
を
２
月
３
日
ま
で
に
電

話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
町
田
保
健
所
へ
。

市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

市
・
都
民
税
の
申
告
書
の
送
付

市
・
都
民
税
の
申
告
は

期
限
内
に
！

市
・
都
民
税
の
申
告
書
は

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

所
得
控
除
の
申
告
を

お
忘
れ
な
く

市
・
都
民
税
課
税
・

非
課
税
証
明
書
の
交
付
は

６
月
中
旬
以
降
に

納
税
通
知
書
の
送
付
は
６
月
初
旬
に

健
康
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）


